
新規申請時の注意︕

 添付書類の注意︕

次のページへ

合格通知に同封されている
バーコード付き「免許申請書」の⽤紙をご使⽤ください。

第５０回以前 に合格し、「免許申請書」の⽤紙を紛失された⽅は、
次ページ以降を印刷し、ご使⽤してください。

次の事項にご注意ください︕
１ ⼾籍抄(謄)本

複数ページの証明が切り離され１ページのみ送付されている。 ✖
２ 住⺠票

本籍の欄が 【省略】されている。 ✖
複数ページの証明が切り離され１ページのみ送付されている。 ✖

３ 精神の機能の障害に関する医師の診断書
診断医師⽒名（署名）の欄に
・ 医師の直筆サインがされていない。 ✖
・ ⽒名がゴム印だけ押されている。 ✖

※ 医師でないにもかかわらず、医師の署名や印章を⽤いた診断書を作成した場合には、有印私⽂書偽造罪
が成⽴します（刑法159条1項）。

※ ⽂書の内容を相⼿⽅に認識させまたは認識可能な状態に置いた場合には、偽造有印私⽂書⾏使罪が
成⽴します（刑法161条1項）。偽造有印私⽂書⾏使罪が成⽴した場合には、3⽉以上5年以下の
懲役に処せられます。

※ 診断書を作成することができるのは、医師、⻭科医師、獣医師のみに限られています
（医師法19条2項、20条）。

令和７年２⽉から３⽉に実施の
第５１回 理容師美容師国家試験合格者の⽅は、

診断書を⾃分で作成、⽇付を改ざんなどは絶対に⾏わないでください。
法律を守ることは、社会を構成する⼀員として最低限のルールです。
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